
 

 

 

１ マイナ保険証（健康保険証の利用が登録されたマイナンバーカード）を

保有している場合 

マイナポータルの「医療保険の資格情報画面（ア）」の提示             

２ マイナ保険証を保有していない場合 

医療保険者が発行する「資格確認書（イ）」の提示により確認します。  

◎現行の健康保険証の有効期間内であれば、健康保険証の提示で確認できます。 

  

（ア） 医療保険の資格情報画面の確認方法（スマートフォン等でマイナポータルにログ

インして、医療保険加入情報を確認できます。） 

手順１：マイナポータルに、ログインする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈ログイン方法〉 

⓵マイナポータルアプリをひらく 

②登録・ログインボタンを押す 

③暗証番号を入力する 

④マイナンバーカードを読み取る 

健康保険証がマイナ保険証に移行することに伴う 

要介護認定申請時の医療保険の確認方法 

 



手順２：マイナポータルログイン後、「健康保険証」を選択すると、医療保険の資格情報法

を確認できます。 

 

 

手順３：画面下部の「端末に保存」を選択します。スマートフォン端末に資格確認証情報

が保存されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（イ）資格確認書 

・医療保険者から、マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカード を保有

しているが健康保険証利用登録を行っていない者等に対して交付されます。  

・氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。 

・交付方法等については、 対象者が加入している医療保険者に確認してください。 

 


